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経営の健全化のための計画の前提条件

・計画期間中の金利、為替、株価等の設定水準

(金利)

～11/3月末 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

無担コール翌日物 0.22% 0.22-0.25% 0.23-0.50% 0.50% 0.50-0.75% 0.75%

指標銘柄利回り 1.88% 1.76-1.87% 1.85-2.12% 2.25-2.53% 2.84-3.25% 3.18-3.56%

(為替)

－年度末、半期末等の見込みは、申請時点における直近期末レートをベースに算出しました。

～11/3月末 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

円／ﾄﾞﾙ 115-135 113-115 113 112-113 112-115 110-115

(株価)

－年度末、半期末等の見込みは、申請時点における直近期末レートをベースに算出しました。

～11/3月末 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

日経平均 13,406
14,500-
15,000

15,000-
15,500

15,500-
16,000

16,000-
17,000

17,000-
17,500

弊行は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に従い、優先株等の引受等の

申請を行います。
なお、今後、計画に記載された事項について重大な変更が生じた場合や生じることが予想さ

れる場合は、遅滞なく金融再生委員会に報告いたします。

－短期金利は横ばい、長期金利は平成１２年末まで横ばい、以降やや上昇すると予想して

おります。

平成11年は、政府の経済対策が景気を下支えするものの、効果は持続せず、国内民需・外需

ともに低迷するものと予測しております。

その理由としては、①機械受注動向に見られるように設備投資の先行きは保守的に考えざる

を得ないこと、②雇用・所得環境の改善が進まず家計の消費マインドに急速な改善が見込みに

くいこと、③金融機関貸出は今後緩やかに増加が見込まれるものの大幅な増加は考えにくいこ

と、④海外景気が低迷すること、などが挙げられます。

平成12年にかけては、引き続き、国内経済は低成長が続くものと予測しておりますが、13年

以降は、金融システムの安定化、企業リストラの一巡などにより家計の消費マインドの改善、

企業収益の好転が見込まれ、景気は徐々に上向いていくものと予測しております。

　このような経済環境予想にもとづき、金利・為替・株価を次のとおり予想しております。
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１．金額・条件等

(1)根拠

イ．「健全な自己資本の状況にある旨の区分」に該当すること

平成10年9月末の自己資本比率（実績、国際統一基準）が9.13％、平成11年3月末の同比率（見

込、国内基準）が6.94％であることから、当行は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関

する法律第２条第３項に規定する「健全な自己資本の状況にある旨の区分」に該当いたします。

ロ．法定要件ならびに基準を充足すること

また、この「経営の健全化のための計画」において記載しましたとおり、当行は、同法第７条

各項に規定する各法定要件ならびに基準を充足いたします。

同法第7条第1項第1号に規定する要件について、当行は、従来より海外市場において、金融シス

テム不安による信用収縮の影響を受けておりますが、国内、とりわけ首都圏の景気が低迷し、地

価や株価が下落する中、国内市場においても、金融機能に著しい障害が生じ、大きくその影響を

受ける恐れなしとしない状況にあり、その要件を充足するもの考えます。

同条第１項第2号に規定する要件については、今後の収益計画をもとに、優先株式・劣後借入の

利益消却・期日返済・市場調達による借換等を適宜実施していくことが可能であり、その要件を

充足しているものと考えます。

同条第1項第3号ならびに第2項に規定する要件については、計画中において、役職員数及び経費

の抑制を含む経営の合理化、経営責任・株主責任の明確化、資金の貸付その他信用供与の円滑化

のための諸方策を講じるとともに、利益の流出を必要に応じて抑制することを明確にしており、

その要件を充足しているものと考えます。

同条第１項第4号に規定する要件について、当行は、地域の中核的な金融機関として、大手行の

破綻があるなど現下の厳しい金融環境の下でも、地元での信用秩序の維持、健全な企業に対する

円滑な資金供与を全うする使命を帯びており、その要件を充足しているものと考えます。

　以上により、議決権のある株式以外の株式等の発行を申請いたします。

(法律上の根拠を記載すること。地域経済に必要不可欠との理由により資本注入を申請した場合は

貸出金等の地域シェアおよび地域経済界からの支援見込みを記載のこと。)
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(2)発行金額、発行条件、商品性

イ．発行金額

　発行総額は、2,000億円。

　内訳は、優先株式発行1,000億円と劣後特約付金銭消費貸借による借入1,000億円。

ロ．第１回優先株の概要

          ＜平均値は、円位未満小数第二位まで算出し、その小数第二位を四捨五入する＞

ただし、算出金額が168円（下限転換価格）未満となる場合は、下限転換価格が転換価格

となる

発行条件に関しましては、「個別金融機関において、普通株式の配当利回りは、優先株式の配当

率以下とすることを原則とする」とした金融再生委員会の考え方を踏まえて申請いたします。

ア.株式の種類

イ.発行数

ウ.発行価額

エ.発行価額中資本に組み入れない額

オ.発行方法

カ.払込期日

キ.配当起算日

ク.優先株主配当金

ケ.優先中間配当金

コ.残余財産の分配

サ.消却

シ.議決権

ス.新株引受権等

セ.普通株式への転換

(ァ）転換を請求し得べき期間

(ィ）転換条件

（当初転換価額）

（転換価額の修正）

第１回優先株式（転換社債型）

無額面株式１40百万株

（うち、㈱整理回収銀行の引受分は140百万株）

1株につき500円

1株につき250円

(株）整理回収銀行に直接全額割り当てる方法による

11年3月30日

11年3月31日

1株につき5円66銭（非累積・非参加）

ただし、11年3月31日の1日間に対する優先配当金については、

1株につき2銭を支払う

1株につき2円83銭

普通株主に先立ち、 1株につき500円

随時買入消却可

なし（法令に別段の定めがあればこの限りではない）

なし（法令に別段の定めがあればこの限りではない）

あり

13年8月1日～21年7月30日

（基準日の翌日から株主総会終結の日までを除く）

下記の条件で当行の額面普通株式に転換することが

できる

1株につき239円

11年7月31日以降20年7月31日までの毎年7月31日に、

その時点での時価※で修正

※：転換価格の修正日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の当行普通株式の東証終値の平均値
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また、下限転換価格が普通株式の額面金額の2倍を下回る場合は、額面金額の2倍を下限

転換価格とする

         ＜上記当初転換比率および下限転換価格の算出に際し、1円未満の端数切り上げ＞

（転換価格の調整） 時価を下回る払込金額での新たな普通株式の発行、株式分割等の一

定の場合には、転換価格を調整する

（配当の取扱）配当金は、転換請求が4月1日～9月30日になされた時は4月1日に、10月1

日～3月31日になされた時は10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支

払う

ソ.普通株式への一斉転換条項

転換請求期間に転換のなかった優先株式は、21年7月31日をもって、優先株式1株の払込

金相当額をそのときの普通株式の時価※で除して得られる数の普通株式に転換される

※：一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当行普通株式の東証終値の平均

値

         ＜平均値は、円位未満小数第二位まで算出し、その小数第二位を四捨五入する＞

ただし、当該平均値が普通株式の額面金額または200円のいずれか高い金額を下回るとき

は、第1回優先株式1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普

通株式となる

タ.上記各条項については、各種の法令に基づく届出、許認可の効力発生を条件とする

ハ．第２回優先株の概要

ア.株式の種類

イ.発行数

ウ.発行価額

エ.発行価額中資本に組み入れない額

オ.発行方法

カ.払込期日

キ.配当起算日

ク.優先株主配当金

ケ.優先中間配当金

コ.残余財産の分配

サ.消却

シ.議決権

第２回優先株式（転換社債型）

無額面株式60百万株

（うち、㈱整理回収銀行の引受分は60百万株）

1株につき500円

1株につき250円

(株）整理回収銀行に直接全額割り当てる方法による

11年3月30日

11年3月31日

1株につき9円46銭（非累積・非参加）

ただし、11年3月31日の1日間に対する優先配当金については、

1株につき3銭を支払う

1株につき4円73銭

普通株主に先立ち、 1株につき500円

随時買入消却可

なし（法令に別段の定めがあればこの限りではない）
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         ＜平均値は、円位未満小数第二位まで算出し、その小数第二位を四捨五入する＞

ただし、算出金額が168円（下限転換価格）未満となる場合は、下限転換価格が転換価格

となる

また、下限転換価格が普通株式の額面金額の2倍を下回る場合は、額面金額の2倍を下限

転換価格とする

         ＜上記当初転換比率および下限転換価格の算出に際し、1円未満の端数切り上げ＞

（転換価格の調整） 時価を下回る払込金額での新たな普通株式の発行、株式分割等の一

定の場合には、転換価格を調整する

（配当の取扱）配当金は、転換請求が4月1日～9月30日になされた時は4月1日に、10月1

日～3月31日になされた時は10月1日に、それぞれ転換があったものとみなしてこれを支

払う

ソ.普通株式への一斉転換条項

転換請求期間に転換のなかった優先株式は、21年7月31日をもって、優先株式1株の払込

金相当額をそのときの普通株式の時価※で除して得られる数の普通株式に転換される

※：一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の当行普通株式の東証終値の平均

値

         ＜平均値は、円位未満小数第二位まで算出し、その小数第二位を四捨五入する＞

ただし、当該平均値が普通株式の額面金額または200円のいずれか高い金額を下回るとき

は、第2回優先株式1株の払込金相当額を当該いずれか高い金額で除して得られる数の普

通株式となる

タ.上記各条項については、各種の法令に基づく届出、許認可の効力発生を条件とする

ス.新株引受権等

セ.普通株式への転換

(ァ）転換を請求し得べき期間

(ィ）転換条件

（当初転換価額）

（転換価額の修正）

なし（法令に別段の定めがあればこの限りではない）

あり

16年8月1日～21年7月30日

（基準日の翌日から株主総会終結の日までを除く）

下記の条件で当行の額面普通株式に転換することが

できる

1株につき239円

11年7月31日以降20年7月31日までの毎年7月31日に、

その時点での時価※で修正

※：転換価格の修正日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日の当行普通株式の東証終値の平均値
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ニ．劣後特約付金銭消費貸借（永久）による借入の概要

ホ．劣後特約付金銭消費貸借（期限付）による借入の概要

ア.借入金額

イ.契約締結日

ウ.利息

エ.元金の弁済期限

500億円

11年3月30日

当 初 5 年 ： 6ヶ月円Libor＋1.65％

6年目以降 ： 6ヶ月円Libor＋2.15％

定めなし

オ.任意弁済

カ.利息支払の方法

キ.劣後特約

16年3月31日ならびにその日以降の各利払期日にその全額または一部の任意

弁済を可とする

11年9月以降毎年3月31日、9月30日および元本全額弁済日に後払い

劣後事由 ： 破産、会社更生、外国類似事由の場合

ア.借入金額

イ.契約締結日

ウ.利息

エ.元金の弁済期限

500億円

11年3月30日

当 初 5 年：6ヶ月円Libor＋1.07％

6年目以降：6ヶ月円Libor＋1.57％

21年5月11日

オ.任意弁済

カ.利息支払の方法

キ.劣後特約

16年5月11日ならびにその日以降の各利払期日にその全額または一部の任意

弁済を可とする

11年9月以降毎年3月31日、9月30日および元本全額弁済日に後払い

劣後事由 ： 破産、会社更生、外国類似事由の場合
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(図表１－２)収益動向及び計画 (　)内は株式等の引受け等の承認を前提としない場合の見込み計数
12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期

計画 計画 計画 計画 計画
(規模)<資産、負債は平残、資本勘定は末残> (億円)

総資産 112,100 ( 112,100 ) 110,300 110,500 110,700 111,000 111,200
貸出金 82,000 ( 82,000 ) 81,000 81,200 81,500 81,800 82,000
有価証券 16,000 ( 16,000 ) 14,000 13,500 13,300 13,000 13,000
特定取引資産 650 ( 650 ) 600 600 550 550 500
総負債 109,400 ( 109,400 ) 106,300 106,100 106,200 106,300 106,100
預金・ＮＣＤ 87,700 ( 87,700 ) 84,900 85,200 85,400 85,700 85,900
債券 -  ( -  ) -  -  -  -  -  
特定取引負債 -  ( -  ) -  -  -  -  -  
資本勘定計 3,716 ( 2,716 ) 3,912 4,117 4,340 4,610 4,933
資本金 1,845 ( 1,345 ) 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845
資本準備金 1,460 ( 960 ) 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460
利益準備金 297 ( 297 ) 310 325 340 355 370
剰余金 114 ( 114 ) 297 487 695 950 1,258

(収益) (億円)
業務粗利益 1,805 ( 1,805 ) 1,824 1,867 1,910 1,950 2,000
資金利益 1,638 ( 1,638 ) 1,670 1,700 1,725 1,755 1,795
役務取引等利益 220 ( 220 ) 229 239 250 260 270
その他業務利益 ▲ 56 ( ▲ 56 ) ▲ 80 ▲ 75 ▲ 68 ▲ 70 ▲ 70
業務純益 393 ( 393 ) 734 802 835 915 1,009
国債等債券関係損(▲)益 ▲ 66 ( ▲ 66 ) ▲ 90 ▲ 85 ▲ 78 ▲ 80 ▲ 83
経費 1,125 ( 1,125 ) 1,095 1,070 1,080 1,040 996
人件費 505 ( 505 ) 480 460 445 430 415
物件費 550 ( 550 ) 545 540 565 540 515
貸出金償却 1 ( 1 ) 0 0 0 0 0
個別貸倒引当金繰入額 1,354 ( 1,354 ) 259 255 252 248 245
株式等関係損(▲)益 ▲ 687 ( ▲ 687 ) 0 0 0 0 0
株式等償却 ▲ 730 ( ▲ 730 ) 0 0 0 0 0
経常利益 ▲ 1,967 ( ▲ 1,967 ) 475 547 583 667 764
特別利益 2 ( 2 ) 0 0 0 0 0
特別損失 16 ( 16 ) 10 10 10 10 10
税引後当期利益 ▲ 1,119 ( ▲ 1,119 ) 260 276 294 341 394

(億円)
86 ( 86 ) 48 73 89 125 160
34 ( 34 ) 29 67 106 150 197

62.3 ( 62.3 ) 60.0 57.3 56.5 53.3 49.8

（配当） (円、％)
配当可能利益 114 ( 114 ) 297 487 695 950 1,258
配当金 56 ( 56 ) 56 56 56 56 56
配当率 年間10.00 ( 年間10.00 ) 年間10.00 年間10.00 年間10.00 年間10.00 年間10.00
配当性向 - ( - ) 21.54 20.29 19.05 16.42 14.21

(経営指標) (％)
資金運用利回(A) 2.91 ( 2.91 ) 2.92 2.95 3.04 3.15 3.34
貸出金利回(B) 2.38 ( 2.38 ) 2.41 2.43 2.51 2.62 2.80
有価証券利回 2.50 ( 2.50 ) 2.38 2.29 2.20 2.35 2.45
資金調達原価(C) 2.41 ( 2.41 ) 2.34 2.32 2.40 2.45 2.59
預金利回(含むNCD)(D) 0.67 ( 0.67 ) 0.64 0.63 0.68 0.75 0.90
経費率(E) 1.28 ( 1.28 ) 1.28 1.25 1.26 1.21 1.15
人件費率 0.57 ( 0.57 ) 0.56 0.53 0.52 0.50 0.48
物件費率 0.62 ( 0.62 ) 0.64 0.63 0.66 0.63 0.59
総資金利鞘(A)-(C) 0.50 ( 0.50 ) 0.58 0.63 0.64 0.70 0.75
預貸金利鞘(B)-(D)-(E) 0.43 ( 0.43 ) 0.49 0.55 0.57 0.66 0.75
非金利収入比率 11.78 ( 11.78 ) 11.94 12.06 11.98 11.81 11.40
ＲＯＥ(業務純益/資本勘定) 10.57 ( 14.46 ) 18.76 19.48 19.23 19.84 20.45
ＲＯＡ(業務純益/総資産) 0.35 ( 0.35 ) 0.66 0.72 0.75 0.82 0.90

(注１)元本補てん型の貸信、合同を有する先は同勘定の資産、負債を付記すること。
(注２)組合組織等の金融機関の勘定項目等については、該当特有勘定に置換して記入すること。
(注３)12年3月期以降のリストラによる経費削減額および営業基盤の強化による粗利益増加額は累計額を記載しております。

OHR（経費÷業務粗利益）（％）

リストラによる経費削減額
営業基盤の強化による粗利益増加額

11/3月期
見込み
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